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郵郵送送ののみみ受受付付

世田谷区１か月児健康診査費用助成制度の

ご案内

世田谷区では、１か月児健康診査に要した費用の一部を助成します。

なお、ご案内の内容に変更が生じる可能性がありますので、最新の情報を

必ず「区ホームページ」でご確認ください。

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

出産した日から１年以内（お子さんが１歳の誕生日を迎える前日まで）【必着】

母子健康手帳（親子健康手帳）にある「１か月児健康診査」の健診内容になります。

※１か月児健康診査時に行ったビタミンＫ２シロップ投与についても該当します。

ただし、自宅服用分は除きます。

円（令和６年度に出生した乳児の健診費用）

※上限額よりも健診費用が高額の場合、差額は自己負担となります。

※上限額は出生した年度によって変更が生じる場合があります。令和７年度に出生した

乳児の健診費用の助成上限額については、区のホームページでご確認いただけます。

（１） 出生後、生後 日を超え、生後 週に達しない（生後 週 日まで）間に

か月児健康診査を受診した乳児の保護者

（２） 乳児の か月児健康診査受診時に、世田谷区に住民登録のある方

※世田谷区から転出した場合でも、受診した日に世田谷区に住民登録があれば対象となります。

★次に該当する場合は、助成対象になりません。

１ 保険が適用された費用・治療のための費用

２ 複数回受診した場合の費用

３ 母の産後健診の費用

１ 助成対象者
 

３ 助成の対象

 

４ 助成上限額

 

２ 申請期限

 

裏面あり

区の はこちら



 

チチェェッックク欄欄

□□（（１１））世世田田谷谷区区１１かか月月児児健健康康診診査査費費用用助助成成金金申申請請書書兼兼口口座座振振替替依依頼頼書書
・申請者は乳児の保護者の方になります。

・訂正する場合は、修正液、修正テープは使用せず、二重線で消してください。

・鉛筆、消えるボールペンは使用できません。

□□（（２２））母母子子健健康康手手帳帳（（親親子子健健康康手手帳帳））のの健健康康診診査査欄欄ののココピピーー
・「１か月児健康診査」欄のコピー

（令和６年度に発行された母子健康手帳（親子健康手帳）の場合は ～ ）

□□（（３３））医医療療機機関関がが発発行行ししたた領領収収書書ののココピピーー
・国国外外のの医医療療機機関関でで健健康康診診査査をを受受診診ししたた場場合合はは、、申申請請者者ががああららかかじじめめ当当該該領領収収書書のの全全

ててのの記記載載内内容容をを日日本本語語にに翻翻訳訳ししたた資資料料をを添添付付のの上上、、申申請請ししててくくだだささいい。。健健康康診診査査等等費費

用用助助成成金金額額はは申申請請書書をを受受けけ付付けけたた時時点点のの為為替替レレーートトでで換換算算ししまますす。。

・健診費用が含まれる領収書か分からない場合は、医療機関等に確認の上、ご提出くだ

さい。

※返却しません。

□□（（４４））医医療療機機関関がが発発行行ししたた明明細細書書ののココピピーー
・上記領収書と一緒に医療機関が発行した明細書のコピー

※返却しません。

「「母母とと子子のの保保健健ババッッググ」」にに同同封封さされれてていいるる「「返返信信用用封封筒筒」」をを用用いいてて、、郵郵送送ににてて提提出出ししてて

くくだだささいい。。

※返信用封筒が見つからない場合は、以下送付先まで郵送してください。

※助成金申請から支払いまでは、おおよそ２～３か月かかります。

※書類に不備がある場合は、ご連絡させていただきます。不足書類を送付していただく

など、審査に時間がかかった場合は、支払いが遅れる場合がありますので、ご了承くだ

さい。

５ 手続きに必要な書類 □ のチェック欄で確認後、ご提出をお願いいたします。

 

６ 提出（郵送）先・問い合わせ先

 

〒 世田谷区世田谷４－２４－１ 城山分庁舎

世田谷保健所健康推進課 １か月児健康診査費用助成担当

 


